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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の歯科用器具を保持するための歯科用器具ブリッジであって、
　‐複数の歯科用器具を保持するように構成された器具ホルダと、
　‐歯科治療に関連する情報を表示するディスプレイとを備え、
　前記ディスプレイは、複数の被カバー部を有し、複数の被カバー部の各被カバー部は、
前記複数の歯科用器具の一つが前記器具ホルダ内に配置されているときに、前記複数の歯
科用器具の一つによって少なくとも部分的にカバーされ、前記歯科用器具ブリッジは、ユ
ーザが前記複数の歯科用器具の選択された歯科用器具を選択してピックアップするときを
検出し、それに応じて、ディスプレイを制御して現在のディスプレイを変更し、前記選択
された歯科用器具の使用に関連する情報を示すよう構成され、前記選択された歯科用器具
の使用に関連する情報は前記選択された歯科用器具の前記被カバー部の少なくとも部分的
に内側に表示される歯科用器具ブリッジ。
【請求項２】
　前記ディスプレイは、前記複数の被カバー部のそれぞれの隣に隣接部を有し、ディスプ
レイは、前記隣接部のそれぞれについて、それぞれの歯科用器具の使用に関する情報を示
すよう構成される、請求項１に記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項３】
　それぞれの歯科用器具の使用に関連する情報は、第１の歯科用器具が特定の歯科治療の
次のステップに使用されるべきであることをユーザに示す視覚的インジケータである、請
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求項２に記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項４】
　前記器具ホルダは、中心長手方向軸に沿って延在する細長い部材を備え、前記ディスプ
レイは、前記器具ホルダの前記細長い部材より下または上に前記中心長手方向軸に沿って
延在する第１の細長い部分を備える、請求項１から３のうちのいずれか一項に記載の歯科
用器具ブリッジ。
【請求項５】
　前記第１の細長い部分は、前記器具ホルダの前記細長い部材より下で前記中心長手方向
軸に沿って延在し、前記ディスプレイは、前記器具ホルダの前記細長い部材より上に前記
中心長手方向軸に沿って延在する第２の細長い部分をさらに備える、請求項４に記載の歯
科用器具ブリッジ。
【請求項６】
　歯科用器具ブリッジは、ハウジングと可動アームをさらに備え、前記ディスプレイは前
記ハウジングに配置され、前記可動アームは前記ハウジングに接続され、前記可動アーム
は、ユーザが前記歯科用器具ブリッジを患者に対する所望の位置に配置することができる
ように構成されている、請求項１から５のうちのいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッ
ジ。
【請求項７】
　前記歯科用器具ブリッジは、歯科用機器の機能を制御するための入力ユニットをさらに
備え、前記器具ホルダは、中心長手方向軸に沿って延在する細長い部材を備え、前記細長
い部材は、第１の歯科用器具と、第２の歯科用器具と、第３の歯科用器具を３つのほぼ所
定の位置に保持するよう構成され、ディスプレイは、第１の被カバー部と第２の被カバー
部と第３の被カバー部とを有し、前記第１の歯科用器具が前記器具ホルダ内に配置される
ときに、第１の被カバー部が少なくとも部分的にカバーされ、前記第２の歯科用器具が前
記器具ホルダ内に配置されるときに、第２の被カバー部が少なくとも部分的にカバーされ
、前記第３の歯科用器具が前記器具ホルダ内に配置されるときに前記第３の被カバー部が
少なくとも部分的にカバーされ、前記入力ユニットは、指などの物体を使用してユーザが
歯科用機器の機能を制御することを可能にするように構成された細長い入力ゾーンを備え
、前記細長い入力ゾーンは、前記細長い部材より上または下に配置され、前記中心長手方
向軸に沿った幅を有し、それにより、ユーザが、第１の手で前記第１、第２または第３の
歯科用器具のうち任意の１つを選択し、前記第１の手を前記中心長手方向軸に沿って動か
すことなく、前記細長い入力ゾーンに前記第１の手で直接入ることができる、請求項１か
ら６のうちのいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項８】
　ディスプレイは、1つ以上の入力ユニット部を有し、歯科用器具ブリッジは、1つ以上の
入力ユニット部で細長い入力ゾーンの機能を示す情報を表示するようにディスプレイを制
御するよう構成される、請求項７に記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項９】
　前記細長い入力ゾーンは、前記第１、第２または第３の歯科用器具のそれぞれの１つ以
上の制御パラメータの値を設定するための少なくとも３つのボタンを備える、請求項７に
記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項１０】
　前記少なくとも３つのボタンのそれぞれの中心は、前記ディスプレイの前記３つの被カ
バー部のうちのいずれか１つに対して前記中心長手方向軸に沿って距離を置いて配置され
、前記ボタンのすぐ上または下に配置されたディスプレイの部分は、全ての歯科用器具が
器具ホルダに配置されているときでも自由に見える、請求項９に記載の歯科用器具ブリッ
ジ。
【請求項１１】
　前記ディスプレイは、水平面に対して角度が１０～９０度、２５～９０度、または３５
～８０度である第１の基準平面内に延在する平面表示面を有する、請求項１から１０のう
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ちのいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項１２】
　前記ディスプレイは、第1の基準平面内に延在する平面表示面を有し、第１の歯科用器
具は、第1の中心長手方向軸に沿って延びる細長い歯科用器具であり、器具ホルダは、第
１の中心長手方向軸と第１の基準平面との間の角度が、３０度、２０度、または１０度未
満であるように、第１の歯科用器具を保持するように構成されている、請求項１から１１
のうちのいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項１３】
　ディスプレイの平面表示面は、少なくとも５cm、１０cm、または１５cmの第1の中心長
手方向軸に沿った長さを有する、請求項１２に記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項１４】
　ディスプレイの平面表示面は、第1の中心長手方向軸に沿った第1の歯科用器具の長さの
少なくとも２５％、５０％、または７５％である第1の中心長手方向軸に沿った長さを有
する、請求項１２または１３に記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項１５】
　前記ディスプレイは、第1の基準平面内に延在する平面表示面を有し、複数の歯科用器
具は、中心長手方向軸に沿って延びる細長い歯科用器具であり、器具ホルダは、複数の歯
科用器具をそれらの中心長手方向軸が第３の基準平面に配置され、第３の基準平面と第１
の基準平面との間の角度が３０度、２０度または１０度未満であるように保持するよう構
成される、請求項１から１４のうちのいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッジ。
【請求項１６】
　ディスプレイの平面表示面は、中心長手方向軸に沿って複数の歯科用器具の平均長さの
少なくとも２５％、５０％、または７５％である長さを有する、請求項１５に記載の歯科
用器具ブリッジ。
【請求項１７】
　歯科治療のための歯科用ユニットであって、
　‐請求項１から１６のいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッジと、
　‐患者用椅子と
　を備えた歯科用ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の歯科用器具を保持するための歯科用器具ブリッジ（a dental instrum
ent bridge）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科検査や歯科治療では、歯科医や歯科医療従事者が何度も繰り返し作業を行う必要が
ある。これは、仕事に関連した様々な怪我につながることがある。特に、マイクロモータ
、シリンジ、治療用ライトなどの歯科用器具の取り扱いには問題がある。最も一般的に使
用される歯科用器具は、通常、移動可能な歯科用器具ブリッジの器具ホルダに配置される
。歯科用器具ブリッジは、典型的には、複数の歯科用器具の制御パラメータの値を表示す
るためのディスプレイユニットと、値を設定するための入力ユニットとをさらに備える。
入力ユニットは、ディスプレイとは別個に設けられてもよいし、ディスプレイと一体化さ
れてもよい。すなわち、ディスプレイはタッチスクリーンであってもよい。
【０００３】
　しかしながら、ディスプレイユニットは、通常、相対的に小さいサイズに限定される。
そうでないと、歯科用器具ブリッジが必要とする全体サイズにより、ディスプレイユニッ
トを所望の位置に配置することが困難になるからである。これは、歯科医または歯科医療
従事者がディスプレイを見て、使用のために歯科用器具を準備することを困難にする可能
性がある。入力ユニットの位置決めにより、歯科医または歯科医療従事者は、さらに、制



(4) JP 6794459 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

御パラメータの選択された所望の値に対して、非人間工学的動作を強いられる可能性があ
る。
【０００４】
　ＷＯ２００４０８０３２４は、小型のディスプレイが各歯科用器具の隣に配置されてい
る歯科用器具ブリッジを開示している。
【０００５】
　このように、操作が容易であり、歯科医および歯科医療従事者にとってより人間工学的
な作業環境を提供する歯科用器具ブリッジを提供することは、依然として問題である。
【発明の概要】
【０００６】
　第１の態様によれば、本発明は、複数の歯科用器具を保持するための歯科用器具ブリッ
ジであって、
　‐少なくとも第１の歯科用器具を保持するように構成された器具ホルダと、
　‐歯科治療に関連する情報を表示するディスプレイとを備え、
　前記ディスプレイは、第１の被カバー部を有し、前記第１の被カバー部は、前記第１の
歯科用器具が前記器具ホルダ内に配置されているときに、ユーザにとって少なくとも部分
的にカバーされ、前記ディスプレイは、前記第１の被カバー部に歯科治療に関連する情報
を表示することができる歯科用器具ブリッジに関する。
【０００７】
　結果として、ディスプレイを歯科用器具ブリッジに組み込むことにより、歯科用器具ブ
リッジの必要スペースを増加させることなく、より大きなディスプレイを使用することが
でき、それにより、より人間工学的な歯科用器具ブリッジを提供する。
【０００８】
　ディスプレイは、発光ダイオードディスプレイ（ＬＥＤ）、エレクトロルミネッセンス
ディスプレイ（ＥＬＤ）、陰極線管ディスプレイ（ＣＲＴ）、プラズマディスプレイパネ
ル（ＰＤＰ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、高性能アドレッシングディスプレイ（ＨＰ
Ａ）、薄膜トランジスタディスプレイ（ＴＦＴ）、有機発光ダイオードディスプレイ（Ｏ
ＬＥＤ）、表面伝導型電子放出ディスプレイ（ＳＥＤ）、または電界放出ディスプレイ（
ＦＥＤ）等のいかなるディスプレイであってもよい。器具ホルダは、第１の歯科用器具を
ディスプレイの前に保持するように構成され、第１の歯科用器具が器具ホルダ内に配置さ
れたとき、第１の歯科用器具の背後のディスプレイの部分がカバーされ、すなわち、第１
の歯科用器具の背後のディスプレイの部分が第１の被カバー部となる。歯科治療に関連す
る情報は、器具ホルダが保持する歯科用器具の１つ以上の制御パラメータの値、歯科用器
具の使用指示、歯科用器具の状態を示す情報などであってもよい。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、歯科用器具ブリッジは、ユーザが第1の歯科用器具を選択し
てピックアップするときを検出し、それに応じてディスプレイを制御して現在のディスプ
レイを変更し、第1の歯科用器具の使用に関連する第1の情報を示すよう構成される。
【００１０】
　これにより、選択された器具を操作するために特に関連する情報を表示するように、デ
ィスプレイを適合させることができる。
【００１１】
　歯科用器具ブリッジは、ディスプレイを内部に配置したハウジングを備えてもよい。歯
科用器具ブリッジは、ユーザが歯科用器具を選択してピックアップするときを検出し、さ
らにディスプレイを制御するよう構成された処理ユニットを備えてもよく、たとえば、処
理ユニットは、ユーザが第１の歯科用器具を選択してピックアップするときを検出し、そ
れに応じて前記ディスプレイを制御して現在のディスプレイを変更し、第１の歯科用器具
の使用に関連する第１の情報を示すよう構成されてもよい。処理ユニットは、第１の歯科
用器具、器具ホルダ、および／または歯科用器具ブリッジの別の部分からセンサ信号を受
信することによって、ユーザが第１の歯科用器具を選択してピックアップするときを検出
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するように構成されてもよい。代替的に／付加的に、歯科用器具ブリッジは、歯科用器具
ブリッジがその一部を形成する歯科用ユニットの他の部分に配置された処理ユニットおよ
び／または歯科用ユニットの外部に配置された処理ユニットから制御信号を受信するよう
に構成されてもよい。第１の歯科用器具の使用に関連する情報は、第１の歯科用器具の１
つ以上の制御パラメータの現在の値、第１の歯科用機器の名称、第１の歯科用器具の状態
、１つ以上の制御パラメータの値を所定の値に設定するための選択されたプログラムの名
称であってもよい。器具ホルダは、第１の歯科用器具をほぼ所定の位置に保持し、それに
より第１の歯科用器具がディスプレイの第１の被カバー部を覆うように構成されてもよい
。第１の歯科用器具が選択されるとき、ディスプレイ全体またはディスプレイの一部のみ
が変更されてもよい。歯科用器具ブリッジは、１つ以上の歯科用器具に電力、圧縮空気、
真空および／または水を提供するように構成されてもよい。歯科用器具ブリッジはさらに
、制御パラメータの値を設定するための制御信号を１つ以上の歯科用器具に提供するよう
に構成されてもよい。ディスプレイの中心軸がディスプレイの中心に配置される軸であり
、ディスプレイの平面表示面が延在する第１の基準平面に垂直である場合、少なくとも、
ユーザの視軸とディスプレイの中心軸との間の角度が０度と８５度との間、０度と７５度
との間、０度と４５度との間、または０度と２０度との間であるとき、ディスプレイの被
カバー部はカバーされうる。この開示において、ユーザの視軸とは、ユーザの両眼の中間
に配置された点とディスプレイの中心に配置された点とを通る軸として定義される。すな
わち、ユーザの視軸とディスプレイの中心軸との間の角度がゼロ度である場合、ユーザは
ディスプレイの真正面に位置している。
【００１２】
　２つの軸または２つの平面の間には常に小さな角度Ｖ１と大きな角度Ｖ２（Ｖ２＝１８
０度－Ｖ１）の２つの角度がある。この開示では、２つの軸または２つの平面の間の角度
が言及されるとき、常に小さな角度Ｖ１が指定される。さらに、交差しない２つの平行な
軸または平面の間の角度は０度である。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、第1の歯科用器具は、マイクロモータ（例えばドリル用）、
シリンジ、治療用ライト、カメラ、空気器具（タービン）、治療用ライト、歯石除去器ま
たは口腔内カメラである。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、歯科用器具ブリッジは、第1の歯科用器具をさらに備え、第1
の歯科用器具は、器具ホルダに配置され、それにより第1の歯科用器具が第1の被カバー部
を少なくとも部分的に覆い、第１の歯科用器具は、マイクロモータ（例えばドリル用）、
シリンジ、治療用ライト、カメラ、空気器具（タービン）、治療用ライト、歯石除去器、
または口腔内カメラである。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、前記ディスプレイは、前記第1の被カバー部に隣接する第1の
隣接部を有し、ディスプレイは、前記第1の隣接部内に前記第1の歯科用器具の使用に関連
する情報を表示するように構成される。
【００１６】
　結果として、ディスプレイは、歯科用器具に直接関連した関連情報を提供することがで
きる。
【００１７】
　前記第1の歯科用器具の使用に関連する情報は、前記第1の歯科用器具の制御パラメータ
の値、前記第1の器具の状態であってもよい。前記第1の歯科用器具の使用に関連する情報
は、永続的に表示されてもよいし、または前記ディスプレイが特定の状態にあるときにの
み表示されてもよい。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、前記第1の歯科用器具の使用に関連する情報は、第1の歯科用
器具が特定の歯科治療の次のステップに使用されるべきであることをユーザに示す視覚的
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インジケータであってもよい。
【００１９】
　一例として、歯科用器具ブリッジがその一部をなす歯科用ユニットは、各歯科治療が複
数のステップを含む場合、複数の事前プログラムされた歯科治療を含むことができる。し
たがって、視覚的インジケータは、選択された事前プログラムされた歯科治療の次のステ
ップのために第1の歯科用器具を使用すべきであることをユーザに示すことができる。第1
の隣接部は、いかなるサイズであってもよく、たとえば、第1の被カバー部に相当する表
面積を有していてもよいし、第1の被カバー部よりも大きな表面積を有していてもよい。
あるいは、第1の隣接部は、例えば、第1の被カバー部の一部または全部の周りに縁を形成
するだけの小さいサイズを有してもよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、前記器具ホルダは、複数の歯科用器具を保持するように構成
され、前記ディスプレイは、複数の被カバー部を有し、前記複数の歯科用器具の1つが前
記器具ホルダ内に配置されているとき、前記複数の被カバー部の各被カバー部は、前記複
数の歯科用器具のうちの1つによって少なくとも部分的にカバーされ、前記歯科用器具ブ
リッジは、ユーザが前記複数の歯科用器具の選択された歯科用器具を選択してピックアッ
プするときを検出し、それに応じて、ディスプレイを制御して現在のディスプレイを変更
し、前記選択された歯科用器具の使用に関連する情報を示すよう構成され、前記ディスプ
レイは、前記複数の被カバー部に歯科治療に関連する情報を表示することができる。
【００２１】
　その結果、複数の歯科用器具を保持することができ、大きなディスプレイを有するコン
パクトな歯科用器具ブリッジが提供される。
【００２２】
　器具ホルダは、複数の歯科用器具をほぼ所定の位置に保持するように構成されてもよい
。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、歯科用器具ブリッジは、複数の歯科用器具をさらに備え、複
数の歯科用器具は、器具ホルダに配置され、前記複数の歯科用器具は、以下の歯科用器具
のリストから選択される：
　‐例えばドリル用のマイクロモータ；
　‐シリンジ；
　‐治療用ライト；
　‐カメラ；
　‐空気器具（タービン）；
　‐治療用ライト；
　‐歯石除去器；および
　‐口腔内カメラ。
【００２４】
　歯科用器具は、典型的には、歯科医が歯科用器具を把持することを可能にするハンドル
を有する基端と、患者の口と相互作用するための先端とを備える。器具ホルダは、歯科用
器具を、例えば、先端を下向きにして、または先端を上向きにして、任意の方法で保持す
るように構成され得る。歯科用器具は、歯科用器具に電力、圧縮空気、真空および／また
は水を提供するように構成されたホースを介して歯科用器具ブリッジに接続されてもよい
。歯科用器具ブリッジは、歯科用器具に接続されたホースを保持するための複数のホース
ホルダを備えてもよく、複数のホースホルダは、器具ホルダの上方に配置される。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、歯科用器具ブリッジは、器具ホルダに配置された複数の歯科
用器具をさらに備える。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、前記ディスプレイは、前記複数の被カバー部のそれぞれの隣
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に隣接部を有し、ディスプレイは、前記隣接部のそれぞれについて、それぞれの歯科用器
具の使用に関する情報を示すよう構成される。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、それぞれの歯科用器具の使用に関連する情報は、それぞれの
歯科用器具が特定の歯科治療の次のステップに使用されるべきであることをユーザに示す
視覚的インジケータである。
【００２８】
　複数の隣接部は、異なる時点で起動されてもよく、例えば、歯科用器具の使用に関連す
る情報が、歯科用器具が選択された事前にプログラムされた歯科治療の次のステップのた
めに使用されるべきであることをユーザに示す視覚的インジケータである場合、特定の時
点で１つの隣接部のみが起動されてもよい（または、２つの器具が歯科治療における特定
のステップに必要とされる場合、２つの隣接部のみであってもよい）。視覚的インジケー
タは、さらに、それぞれの歯科用器具の被カバー部に表示され、それにより、ユーザがそ
れぞれの歯科用器具を選択した後にユーザに見えるようにすることができる。複数の隣接
部は、いかなるサイズであってもよく、たとえば、複数の被カバー部に相当する表面積を
有していてもよいし、複数の被カバー部よりも大きな表面積を有していてもよい。あるい
は、複数の隣接部は、例えば、それぞれの被カバー部の一部または全部の周りに縁を形成
するだけの小さいサイズを有してもよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、前記選択された歯科用器具の使用に関連する第1の情報は、
前記複数の被カバー部の外側および／または前記選択された歯科用機器の前記被カバー部
の内側に表示される。
【００３０】
　その結果、歯科用器具ブリッジは、ディスプレイの被カバー部でない部分を効果的に使
用することができる。すなわち、歯科用器具が選択されたとき、歯科用器具ブリッジはデ
ィスプレイのどの部分が見えるかがわかり、その見える部分に関連する情報を表示するこ
とができる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、前記選択された歯科用器具の使用に関する情報は、前記選択
された歯科用器具の1つ以上の制御パラメータの値を含み、前記1つ以上の制御パラメータ
の前記値は、前記複数の被カバー部の外側または前記選択された歯科用器具の前記被カバ
ー部の内側に表示される。
【００３２】
　マイクロモータの制御パラメータの例は、速度（ＲＰＭ）、トルク（％）、スプレー水
（ｍｌ／分）、スプレー空気（％）、回転方向（前方／後方）である。治療用ライトの制
御パラメータの例は、状態（オン／オフ）、オン時間（秒）、強度（ルーメン）である。
空気装置の制御パラメータの例は、状態（オン／オフ）、空気流量（％）、スプレー水（
ｍｌ／分）である。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、前記歯科用器具ブリッジは、第1の制御信号の受信に応答し
て前記スクリーンの表示を変更し、それによって前記選択された歯科用器具の使用に関連
する第2の情報が表示されるように構成される。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、前記器具ホルダは、中心長手方向軸に沿って延在する細長い
部材を備える。
【００３５】
　中心長手方向軸は、細長い部材の中心長手方向軸である。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、前記ディスプレイは、前記器具ホルダの前記細長い部材より
下または上に前記中心長手方向軸に沿って延在する第１の細長い部分を備える。
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【００３７】
　いくつかの実施形態では、前記第１の細長い部分は、前記器具ホルダの前記細長い部材
より下で前記中心長手方向軸に沿って延在し、前記ディスプレイは、前記器具ホルダの前
記細長い部材より上に前記中心長手方向軸に沿って延在する第２の細長い部分をさらに備
える。
【００３８】
　第１および第２の部分を持つスクリーンを有することにより、器具ホルダの細長い部材
をスクリーンの中央に配置することができる。これにより、通常は器具が占有するだけの
スペースの大部分をスクリーンで使用することができる。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、細長い部材は、複数の凹部を備え、各凹部は、歯科用器具を
保持するように構成される。
【００４０】
　その結果、複数の歯科用器具がほぼ所定の位置に保持されていることを容易に確保する
方法を提供することができる。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、歯科用器具ブリッジはハウジングと可動アームをさらに備え
、前記ディスプレイは前記ハウジングに配置され、前記可動アームは前記ハウジングに接
続され、前記可動アームは、ユーザが前記器具ブリッジを患者に対する所望の位置に配置
することができるように構成されている。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、前記歯科用器具ブリッジは、前記ハウジングから突出するハ
ンドルをさらに備える。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、前記ディスプレイは、水平面に対して角度が１０～９０度、
２５～９０度、または３５～８０度である第１の基準平面内に延在する平面表示面を有す
る。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、前記ディスプレイは、第１の基準平面内に延在する平面表示
面を有し、第１の歯科用器具は、第1の中心長手方向軸に沿って延びる細長い歯科用器具
であり、器具ホルダは、第１の中心長手方向軸と第１の基準平面との間の角度が、３０度
、２０度、または１０度未満であるように、第１の歯科用器具を保持するように構成され
ている。
【００４５】
　これにより、ディスプレイが第1の器具により占有されるデッドスペースをより効果的
に使用することができる。第1の中心長手方向軸は、第1の歯科用器具の中心長手方向軸で
ある。
【００４６】
　第１の中心長手方向軸は、好ましくは第1の基準平面と平行であり、すなわち、第１の
中心長手方向軸と第1の基準平面との間の角度は、好ましくは０度である。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイの平面表示面は、少なくとも５ｃｍ、１０ｃｍ
、または１５ｃｍの第１の中心長手方向軸に沿った長さを有する。
【００４８】
　ディスプレイが複数の部分を含む場合、第１の中心長手方向軸に沿った表示面の長さは
、第１の中心長手方向軸に沿った各部分の表示面の長さの合計として定義される。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイの平面表示面は、第1の中心長手方向軸に沿っ
た第1の歯科用器具の長さの少なくとも２５％、５０％、または７５％である第1の中心長
手方向軸に沿った長さを有する。
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【００５０】
　いくつかの実施形態では、複数の歯科用器具は、中心長手方向軸に沿って延びる細長い
歯科用器具であり、器具ホルダは、複数の歯科用器具をそれらの中心長手方向軸が第３の
基準平面に配置され、第３の基準平面と第１の基準平面との間の角度が３０度、２０度ま
たは１０度未満であるように保持するよう構成される。
【００５１】
　第３の基準平面は、好ましくは第１の基準平面と平行であり、すなわち、第１の基準平
面と第３の基準平面との間の角度は、好ましくは０度である。器具ホルダは、好ましくは
、さらに、複数の歯科用器具をそれらの中心長手方向軸が平行になるように保持するよう
に構成される。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイの平面表示面は、中心長手方向軸に沿った複数
の歯科用器具の平均長さの少なくとも２５％、５０％、または７５％である中心長手方向
軸に沿った長さを有する。
【００５３】
　器具ホルダは、複数の歯科用器具のうちの任意の１つからディスプレイまでの最大距離
が１２ｃｍ以下、８ｃｍ以下、または４ｃｍ以下であるように、複数の歯科用器具を保持
するように構成されてもよい。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、前記歯科用器具ブリッジは、歯科用機器の機能を制御するた
めの入力ユニットをさらに備え、前記器具ホルダは、中心長手方向軸に沿って延在する細
長い部材を備え、前記細長い部材は、第１の歯科用器具と、第２の歯科用器具と、第３の
歯科用器具を３つのほぼ所定の位置に保持するよう構成され、ディスプレイは、第２の被
カバー部と第３の被カバー部とを有し、前記第２の歯科用器具が前記器具ホルダ内に配置
されるときに、第２の被カバー部は少なくとも部分的にカバーされ、前記第３の歯科用器
具が前記器具ホルダ内に配置されるときに前記第３の被カバー部が少なくとも部分的にカ
バーされ、前記入力ユニットは、指などの物体を使用してユーザが歯科用機器の機能を制
御することを可能にするように構成された細長い入力ゾーンを備え、前記細長い入力ゾー
ンは、前記細長い部材より上または下に配置され、前記中心長手方向軸に沿った幅を有し
、それにより、ユーザが、第１の手で前記第１、第２または第３の歯科用器具のうち任意
の１つを選択し、前記第１の手を前記中心長手方向軸に沿って動かすことなく、前記細長
い入力ゾーンに前記第１の手で直接入ることができる。
【００５５】
　結果として、歯科医が任意の歯科用器具を選択し、自然な動きで細長い入力ゾーンに直
接入ることを可能にする人間工学的入力ユニットが提供される。
【００５６】
　細長い入力ゾーンは、１つ以上のボタンおよび／または細長いトラックパッドを備えて
もよい。細長いトラックパッドは、一次元トラックパッド、すなわちスライダまたは二次
元トラックパッドであってもよい。歯科用機器の機能は、第１、第２および第３の歯科用
器具の１つ以上の制御パラメータの値であってもよい。付加的に／代替的に、歯科用機器
の機能は、歯科用器具ブリッジがその一部を形成する歯科用ユニットの他の部分の制御パ
ラメータの値であってもよく、例えば、細長い入力ゾーンは、ユーザが、歯科用椅子、歯
科用ライトの光源等の位置を調整することができるように構成されてもよい。歯科用器具
ブリッジは、ユーザが歯科用器具を選択してピックアップするのに応じて、細長い入力ゾ
ーンの機能を変更するように構成されてもよく、その結果、細長い入力ゾーンが、選択さ
れた歯科用器具の１つ以上の制御パラメータの値を設定するために使用されてもよい。細
長い入力ゾーンは、タッチスクリーンであってもよい。タッチスクリーンは、歯科用器具
ブリッジのディスプレイから分離した別個のスクリーンであってもよい。あるいは、タッ
チスクリーンは、歯科用器具ブリッジのディスプレイを構成するものであってもよい。
【００５７】
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　いくつかの実施形態では、ディスプレイは、1つ以上の入力ユニット部を有し、歯科用
器具ブリッジは、1つ以上の入力ユニット部で細長い入力ゾーンの機能を示す情報を表示
するようにディスプレイを制御するよう構成される。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、前記細長い入力ゾーンは、前記第１、第２または第３の歯科
用器具のそれぞれの１つ以上の制御パラメータの値を設定する等、歯科用機器の機能を制
御するための少なくとも３つのボタンを備える。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、前記細長い入力ゾーンは、第２の基準平面内に延在する平面
と、前記第１、第２または第３の歯科用器具のそれぞれの1つ以上の制御パラメータの値
を設定するための少なくとも３つのボタンを備える。
【００６０】
　細長い入力ゾーンは、３つ以上のボタン、例えば少なくとも４、５、６または７つのボ
タンを備えてもよい。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、前記少なくとも３つのボタンは、物体との間の物理的接触な
しに前記物体の存在を検出し、それに応じて起動信号を生成するように構成された近接ボ
タンである。
【００６２】
　物体は、ユーザの指、ペン、または歯科用器具の一部であってもよい。近接ボタンは、
電磁場または赤外線などの電磁放射のビームを放出するように構成されてもよく、場また
は戻り信号の変化を探知する。近接ボタンは、物体と近接ボタンとの間の物理的接触なし
に物体の存在を検出するために静電容量感知を使用することができる。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、前記少なくとも３つのボタンのそれぞれの中心は、前記ディ
スプレイの前記３つの被カバー部のうちのいずれか１つに対して前記中心長手方向軸に沿
って距離を置いて配置され、前記ボタンのすぐ上または下に配置されたディスプレイの部
分は、全ての歯科用器具が器具ホルダに配置されているときでも自由に見える。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、前記ディスプレイは、少なくとも３つの入力ユニット部を３
つのボタン部として有し、ひとつは前記第１のボタンの上／下に配置され、ひとつは前記
第２のボタンの上／下に配置され、またひとつは前記第３のボタンの上／下に配置される
ものであり、歯科用器具ブリッジは、ディスプレイのそれぞれのボタン部に少なくとも３
つのボタンの機能を示す情報を表示するようにディスプレイを制御するよう構成される。
【００６５】
　その結果、ユーザは、３つのボタンの機能を容易に知覚し、それによってユーザの使い
勝手をよりよくすることができる。
【００６６】
　ディスプレイは、処理ユニットに動作可能に接続され、それによりディスプレイは、処
理ユニットから制御信号を受信することによって、特定の状態で特定の位置に特定の情報
を表示するように構成され得る。
【００６７】
　第２の態様によれば、本発明は、歯科治療用の歯科用ユニットであって、
　‐本発明の第1の態様に関連して開示されるような歯科用器具ブリッジと、
　‐患者用椅子と
　を備えた歯科用ユニットに関する。
【００６８】
　第３の態様によれば、本発明は、複数の歯科用器具を保持するための歯科用器具ブリッ
ジであって、
　‐少なくとも第１の歯科用器具を保持するように構成された器具ホルダと、
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　‐歯科治療に関連する情報を表示するディスプレイとを備え、
　前記ディスプレイは、水平面に対して角度が１０～９０度である第1の基準平面内に延
在する平面表示面を有し、第1の歯科用器具は、第1の中心長手方向軸に沿って延びる細長
い歯科用器具であり、器具ホルダは、第1の中心長手方向軸と第１の基準平面との間の角
度が、３０度未満であるように、第１の歯科用器具を保持するよう構成され、ディスプレ
イの平面表示面は、第1の中心長手方向軸に沿った第１の歯科用器具の長さの少なくとも
２５％である第1の中心長手方向軸に沿った長さを有する歯科用器具ブリッジに関する。
【００６９】
　本発明の様々な態様は、歯科用器具ブリッジとして、および上記および以下に記載の歯
科用器具ブリッジを備えた歯科用ユニットを含む様々な方法で実施することができ、それ
ぞれ、上記の態様の少なくとも１つに関連して記載された利点及び特長の１つ以上を生じ
、それぞれ、上記記載の態様のうち少なくとも１つおよび／または従属請求項に開示され
た態様の少なくとも１つに関連して記載された好ましい実施形態に対応する１つ以上の好
ましい実施形態を有する。さらに、本明細書に記載の態様のうちの1つに関連して記載さ
れた実施形態は、他の態様にも等しく適用され得ることが理解されよう。特に、本発明の
第１の態様に関連して開示される実施形態は、本発明の第３の態様に適用され得る。
【００７０】
　本発明の上記した、および／またはさらなる目的、特徴および利点は、添付の図面を参
照して、本発明の実施形態の以下の例示的および非限定的な詳細な説明によってさらに解
明されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１ａ】図１ａは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図１ｂ】図１ｂは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図１ｃ】図１ｃは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図１ｄ】図１ｄは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図１ｅ】図１ｅは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図２ａ】図２ａは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図２ｂ】図２ｂは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図３】図３は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図４】図４は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図６】図６は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図７ａ】図７ａは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図７ｂ】図７ｂは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【図８】図８は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。
【発明を実施するための形態】
【００７２】
　以下の説明では、本発明をどのように実施することができるかを例として示す添付の図
を参照する。
【００７３】
　図１ａ～図１ｅは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジ１００を示し、図１
ａ、図１ｄ及び図１ｅは正面図を示し、図１ｂ及び１ｃは側面図を示す。歯科用器具ブリ
ッジ１００は、複数の歯科用器具１１０～１１５を保持するように構成される。この実施
形態では、歯科用器具ブリッジは６つの歯科用器具を保持するように構成されているが、
他の実施形態では、歯科用器具ブリッジは少なくとも１、２、３、４、５または６つの歯
科用器具を保持するように構成することができる。歯科用器具ブリッジ１００は、器具ホ
ルダ１０１と、６つの歯科用器具１１０～１１５のうちの１つ以上ものの１つ以上の制御
パラメータの値を表示するためのディスプレイ１０２とを備える。器具ホルダ１０１は、
６つの歯科用器具１１０～１１５を保持するように構成されている。６つの歯科用器具１
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１０～１１５のそれぞれは、ホース１２０～１２５に接続されている。歯科用器具ブリッ
ジ１００は、ホース１２０～１２５を介して、電力、圧縮空気、真空、水および／または
制御パラメータの値を設定するための制御信号を歯科用器具１１０～１１５に提供するよ
う構成される。器具ホルダ１０１は、それぞれの静止位置で歯科用器具を固定するように
構成されてもよい。すなわち、器具ホルダは、歯科用器具１１０～１１５のそれぞれを把
持するように構成されてもよい。代替的に／付加的に、歯科用器具１１０～１１５は、ホ
ース１２０～１２５によって少なくとも部分的に保持されてもよい。器具ホルダ１０１は
、中心長手方向軸１９２に沿って延在する細長い部材を備える。歯科用器具１１０～１１
５は、ディスプレイの前面に配置され、歯科用器具１１０～１１５が器具ホルダ１０１上
に配置されたときに、各歯科用器具１１０～１１５がディスプレイ１０２の一部を覆う。
ディスプレイ１０２は、水平面１９０に対して角度１９４をなして角度付けされた第１の
基準平面１９１内に延在する平面表示面を有する。各歯科用器具１１０～１１５は、少な
くとも、ユーザの視軸とディスプレイ中心軸１９３との間の角度が０～８５度、０～７５
度、０～４５度または０～２０度の間であるときにディスプレイ１０２の一部を覆う。こ
こで、ディスプレイ中心軸１９３は、ディスプレイ１０２の中心に配置され、ディスプレ
イ１０２の平面表示面が延在する第1の基準平面１９１に垂直な軸である。
【００７４】
　歯科用器具１１０～１１５は、中心長手方向軸（歯科用器具１１０の軸１９５のみが示
されている）に沿って延びる細長い歯科用器具であり、器具ホルダ１０１は、複数の歯科
用器具１１０～１１５をその中心長手方向軸が第３の基準平面１９６に配置され、第3の
基準平面と第1の基準平面１９１との間の角度が２０度未満であるように歯科用器具１１
０～１１５を保持するように構成されている。これにより、歯科用器具１１０～１１５の
背後のデッドスペースがディスプレイ１０２によって効果的に使用されることが保証され
る。この実施形態では、第1の基準平面１９１と第3の基準平面１９６は平行であり、した
がってこれらの間の角度は０度である。
【００７５】
　この実施形態では、ディスプレイ１０２の平面表示面は、第1の中心長手方向軸１８３
に沿って、複数の歯科用器具１１０～１１５の中心長手方向軸に沿った平均長さ１８４に
実質的に対応する長さを有する。すなわちディスプレイ１０２の平面表示面は、複数の歯
科用器具１１０～１１５の中心長手方向軸に沿った平均長さ１８４の少なくとも７５％で
ある第1の中心長手方向軸１８３に沿った長さを有する。
【００７６】
　ディスプレイは２つの部分１０４、１０５を備える。したがって、前述のように、中心
長手方向軸１８３に沿った平面表示面の長さは、中心長手方向軸に沿った各部分１８１、
１８２の表示面の長さの合計として定義される。
【００７７】
　歯科用器具ブリッジ１００は、ユーザが６つの歯科用器具１１０～１１５のうちの1つ
を選択してピックアップするときを検出し、それに応じてディスプレイを制御して現在の
表示を変更し、選択された歯科用器具の使用に関連する第1の情報を示すように構成され
る。結果として、ディスプレイを歯科用器具ブリッジ１００に組み込むことにより、歯科
用器具ブリッジの必要スペースを増加させることなく、より大きなディスプレイを使用す
ることができ、それにより、より人間工学的な歯科用器具ブリッジを提供する。
【００７８】
　歯科用器具ブリッジ１００は、可動アーム１０６に接続されたハウジング１０７をさら
に備える。ディスプレイ１０２は、ハウジング１０７内に配置される。可動アームは、ユ
ーザが歯科用器具ブリッジ１００を所望の位置に配置できるように構成されている。ディ
スプレイ１０２は、器具ホルダ１０１の細長い部材より上に、中心長手方向軸１９２に沿
って延在する第１の細長い部分１０４と、器具ホルダの細長い部材より下に、中心長手方
向軸１９２に沿って延在する第２の細長い部分１０５とを備える。第１の細長い部分１０
４および第２の細長い部分１０５は、単一の大きなディスプレイの部分であってもよく、



(13) JP 6794459 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

すなわち、器具ホルダ１０１の細長い部材は、ディスプレイ１０２の一部を永続的に覆っ
て、単一のディスプレイを上部と下部とに分割してもよい。あるいは、第１の細長い部分
１０４を第１のディスプレイ、第２の細長い部分１０５を第２のディスプレイとしてもよ
く、この場合、第１および第２のディスプレイは合わせて歯科用器具ブリッジ１００のデ
ィスプレイ１０２を形成する。
【００７９】
　図１ｄは、ユーザが歯科用器具１１３を選択してピックアップした後の歯科用器具ブリ
ッジ１００を示しており、図１ｅは、歯科用器具１１３が器具ホルダ１０１に配置されて
いるとき、歯科用器具１１３によってカバーされているディスプレイの部分１３０、１３
１を示している。歯科用器具１１３の使用に関連する情報を表示するために、好ましくは
、ディスプレイの部分１３０、１３１の少なくとも一部を使用してもよい。
【００８０】
　図２ａおよび図２ｂは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジ２００を示す。
歯科用器具ブリッジ２００は、複数の歯科用器具２１０～２１５を保持するように構成さ
れる。歯科用器具ブリッジ２００は、６つの歯科用器具２１０～２１５のうちの１つ以上
ものの１つ以上の制御パラメータの値を表示するための器具ホルダ２０１およびディスプ
レイ２０２を備える。器具ホルダ２０１は、６つの歯科用器具２１０～２１５を保持する
ように構成されている。６つの歯科用器具２１０～２１５のそれぞれは、ホースに接続さ
れている。器具ホルダ２０１は、中心長手方向軸に沿って延在する細長い部材を備える。
歯科用器具２１０～２１５は、ディスプレイの前面に配置され、各歯科用器具２１０～２
１５が器具ホルダ２０１上に配置されたときに、その歯科用器具がディスプレイ２０２の
一部を覆う。ディスプレイ２０２は、器具ホルダ２０１の細長い部材より上に、中心長手
方向軸に沿って延在する第１の細長い部分２０４と、器具ホルダ２０１の細長い部材より
下に、中心長手方向軸に沿って延在する第２の細長い部分２０５とを備える。図２ａは、
歯科用器具２１０～２１５がいずれも選択されていないときにディスプレイがどのように
見えるかを示している。ディスプレイは、６つの被カバー部を備え、各被カバー部は、歯
科用器具２１０～２１５が器具ホルダ２０１に配置されるときに、６つの歯科用器具２１
０～２１５のうちの1つによってカバーされる。ディスプレイ２０２はさらに、複数の被
カバー部のそれぞれに隣接する隣接部２４０～２４５を有し、ディスプレイは、それぞれ
の隣接部で、複数の歯科用器具の使用に関連する情報を示すように構成される。したがっ
て、ディスプレイは、隣接部２４０において歯科用器具２１０の使用に関する情報を示し
、隣接部２４１において歯科用器具２１１の使用に関連する情報を示し、隣接部２４２に
おいて歯科用器具２１２の使用に関連する情報を示し、隣接部２４３において歯科用器具
２１３の使用に関連する情報を示し、隣接部２４４において歯科用器具２１４の使用に関
連する情報を示し、隣接部２４５において歯科用器具２１５の使用に関連する情報を示す
。歯科用器具の使用に関連する情報は、歯科用器具２１０～２１５を説明する情報、すな
わち、たとえば、現在の制御パラメータ値または1つ以上の制御パラメータを所定の値に
設定するための選択されたプログラムの名称のような、器具のタイプまたは器具の状態を
説明する情報であってもよい。歯科用器具ブリッジは、歯科用器具を説明する情報を自動
的に決定するように構成されてもよい。付加的に／代替的に、歯科用器具の使用に関連す
る情報は、選択された予めプログラムされた歯科治療の次のステップのためにその歯科用
器具を使用すべきであることをユーザに示す視覚的インジケータであってもよく、例えば
、選択された予めプログラムされた歯科治療の第１のステップについて、隣接部２４１が
起動されて、歯科用器具２１１が第１のステップに使用されるべきであることをユーザに
示し、第２のステップでは、隣接部２４４が起動され、歯科用器具２１４が第２のステッ
プに使用されるべきであることをユーザに示す、などのようにしてもよい。図２ｂは、ユ
ーザが歯科用器具２１２を選択してピックアップした後、ディスプレイ２０２がどのよう
に見えるかを示している。歯科用器具２１２が器具ホルダ２０１上に配置されているとき
、その歯科用器具によってカバーされているディスプレイの部分２３０、２３１が示され
ている。この状態では、歯科用器具ブリッジ２００は、複数の被カバー部の外側または選
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択された歯科用器具の被カバー部２３０、２３１の内側に、歯科用器具２１２の使用に関
する情報を表示するように構成されている。一例として、歯科用器具２１２が、例えば歯
科用ドリルが取り付けられたマイクロモータである場合、ディスプレイの部分２５２はマ
イクロモータの速度（ＲＰＭ）、ディスプレイの部分２５３はトルク（％）を示し、ディ
スプレイの部分２５４はスプレー水（ｍｌ／分）を示し、ディスプレイの部分２４８はマ
イクロモータのタイプを示し、例えばその製品名または製品番号を示し、ディスプレイの
部分２４９は、歯科用ドリルのタイプ、例えばその製品名または製品番号を示してもよい
。
【００８１】
　歯科用器具ブリッジ２００は、歯科用器具２１０～２１５のうちのどれが器具ホルダ２
０１に配置されているか、および器具ホルダ２０１上のどこにそれらが配置されているか
を自動的に検出するように構成されてもよく、それに応じてディスプレイ２０２を構成す
る。これにより、ユーザは所望の歯科用器具を選択し、選択された歯科用器具を所望のカ
スタム順序で配置することができる。一例として、ユーザが歯科用器具２１１と２１３の
位置を交換する場合、歯科用器具ブリッジ２００は、歯科用器具２１１および２１３の新
しい位置を自動的に検出し、それに応じて、隣接部２４１が歯科用器具２１３の使用に関
連する情報を表示するよう変更し、隣接部分２４３が歯科用器具２１１の使用に関連する
情報を表示するよう変更してもよい。歯科用器具ブリッジ２００中にまたはそれに接続し
て配置される１つ以上のセンサを備えることにより、歯科用器具ブリッジ２００は、歯科
用器具のどれが器具ホルダ２０１に配置されているか、および器具ホルダ２０１上のどこ
にそれらが配置されているかを検出するように構成されてもよい。付加的に／代替的に、
歯科用器具ブリッジ２００は、器具ホースなどの接続部材を介して歯科用器具２１０～２
１５を歯科用器具ブリッジ２００に接続するための複数の接続ポートを備えてもよく、各
接続ポートは、ほぼ所定の器具保持位置、例えば、図５から図８に関連して示されるよう
な器具ホルダの特定の凹部に備えられ、それによって、歯科用器具ブリッジ２００は、接
続ポートを介して器具からデータを受信することにより、どの歯科用器具が器具ホルダ２
０１に配置されているか、および器具ホルダ２０１上のどこにそれらが配置されているか
を検出することができるようにしてもよい。
【００８２】
　図３は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。この実施形態は、図１
に示す実施形態と同様であるが、ディスプレイ３０２が器具ホルダ３０１の細長い部材よ
り下に配置された単一の細長い部分のみを備える点が異なる。ディスプレイ３０２は、第
1の基準平面内に延在する平面表示面を有する。複数の歯科用器具は、平行な中心長手方
向軸に沿って延びる細長い歯科用器具であり、器具ホルダ３０１は、複数の歯科用器具を
それらの中心長手方向軸が平行であり、第３の基準平面に配置され、第３の基準平面と第
１の基準平面との間の角度が２０度未満であるように保持する。ディスプレイ３０２の平
面表示面は、複数の歯科用器具の中心長手方向軸に沿った平均長さ３８４の少なくとも７
５％である中心長手方向軸に沿った長さ３８３を有する。
【００８３】
　図４は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジを示す。この実施形態は、図３
に示す実施形態と同様であるが、ディスプレイ４０２の単一の細長い部分が器具ホルダ４
０１の細長い部材より上に配置され、器具ホルダ４０１は、歯科用器具の先端が上向きに
なるよう歯科用器具を保持するように構成されている点が異なる。ディスプレイ４０２は
、第1の基準平面内に延在する平面表示面を有する。複数の歯科用器具は、平行な中心長
手方向軸に沿って延びる細長い歯科用器具であり、器具ホルダ４０１は、複数の歯科用器
具をそれらの中心長手方向軸が平行であり、第３の基準平面に配置され、第３の基準平面
と第１の基準平面との間の角度が２０度未満であるように保持する。ディスプレイ４０２
の平面表示面は、複数の歯科用器具の中心長手方向軸に沿った平均長さ４８４の少なくと
も７５％である中心長手方向軸に沿った長さ４８３を有する。
【００８４】
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　図５は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジ５００を示す。歯科用器具ブリ
ッジは、複数の歯科用器具を保持するように構成された器具ホルダ５０１と、複数の歯科
用器具の1つ以上の制御パラメータの値を表示するディスプレイ５０２とを備える。器具
ホルダ５０１は、中心長手方向軸に沿って延在する細長い部材を備え、ディスプレイ５０
２は、器具ホルダ５０１の細長い部材より上に配置された第１の細長い部分５０４と、器
具ホルダ５０１の細長い部材より下に配置された第２の細長い部分５０５とを備える。こ
の実施形態では、器具ホルダ５０１の細長い部材は、６つの凹部５６１～５６６を備え、
各凹部は、歯科用器具を保持するように構成される。
【００８５】
　図６は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジ６００を示す。歯科用器具ブリ
ッジ６００は、複数の歯科用器具を保持するように構成された器具ホルダ６０１と、複数
の歯科用器具の１つ以上の制御パラメータの値を表示するディスプレイ６０２とを備える
。器具ホルダ６０１は、中心長手方向軸６９２に沿って延在する細長い部材を備え、ディ
スプレイ６０２は、器具ホルダ６０１の細長い部材より上に配置された第１の細長い部分
６０４と、器具ホルダ６０１の細長い部材より下に配置された第２の細長い部分６０５と
を備える。器具ホルダ６０１の細長い部材は、６つの凹部６６１～６６６を備え、各凹部
は歯科用器具を保持する。この実施形態では、歯科用器具ブリッジ６００は、１つ以上の
歯科用器具の１つ以上の制御パラメータの値を設定する入力ユニットをさらに備える。入
力ユニットは、ユーザが指を使用して歯科用器具の１つ以上の制御パラメータの値を選択
できるように構成された細長い入力ゾーン６８０を備える。細長い入力ゾーン６８０は、
中心長手方向軸６９２に沿って幅を有するように、器具ホルダ６０１の細長い部材より下
に配置され、それにより、ユーザは、第１の手で６つの歯科用器具のうちの任意の１つを
選択し、第１の手を中心長手方向軸６９２に沿って動かすことなく、細長い入力ゾーン６
８０に入ることができる。このように、歯科医が任意の歯科用器具を選択し、自然な動き
で、細長い入力ゾーン６８０に直接入ることを可能にする人間工学的入力装置が提供され
る。細長い入力ゾーン６８０は、複数のボタンおよび／または細長いトラックパッドを備
えてもよい。ディスプレイ６０２は、７つの入力ユニット部６７０～６７６を有する。歯
科用器具ブリッジ６００は、ディスプレイ６０２を制御して、７つの入力ユニット部分６
７０～６７６のうちの１つ以上で細長い入力ゾーン６８０の機能を示す情報を示すように
構成される。
【００８６】
　図７ａおよび図７ｂは、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジ７００を示す。
この実施形態は、図６に示す実施形態と同様であるが、細長い入力ゾーン７８０が７つの
ボタン７８１～７８７を備えている点が異なる。７つのボタン７８１～７８７は、ユーザ
の指などの物体との間の物理的接触なしに物体の存在を検出し、それに応答して起動信号
を生成するように構成された近接ボタンであってもよい。ディスプレイ７０２は、７つの
ボタンのそれぞれの上に配置された７つのボタン部７７０～７７６を備える。歯科用器具
ブリッジ７００は、ディスプレイのそれぞれのボタン部にボタンの機能を示す情報を表示
するようにディスプレイ７０２を制御するよう構成される。図７ａは、歯科用器具が選択
されていないときの歯科用器具ブリッジ７００を示す。この状態で、ボタン７８１～７８
７を使用して歯科用ユニットの一般的な機能を制御することができ、例えば、給水栓、制
御ライトを制御したり、または歯科用椅子の位置を制御したりすることができる。図７ｂ
は、歯科用器具７１１が選択された後の歯科用器具ブリッジを示す。歯科用器具ブリッジ
７００は、歯科用器具７１１の選択に応じて、ディスプレイ７０２を制御して現在の表示
を変更し、歯科用器具７１１の使用に関連する第１の情報を表示し、７つのボタン７８１
～７８７の機能を変更して、それらを使用して歯科用器具７１１を設定することができる
。一例として、歯科用器具７１１がマイクロモータである場合、ボタン７８３をマイクロ
モータの速度を上げるために使用することができ、ボタン７８５をマイクロモータの速度
を減少させるために使用することができ、好ましくはボタン部７７２、７７４にそれぞれ
示されるようにしてもよい。
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【００８７】
　図８は、本発明の一実施形態による歯科用器具ブリッジ８００を示す。歯科用器具ブリ
ッジ８００は、複数の歯科用器具を保持するように構成された器具ホルダ８０１と、歯科
治療に関連する情報を表示するディスプレイ８０２とを備える。器具ホルダ８０１は、中
心長手方向軸に沿って延在する細長い部材を備え、ディスプレイ８０２は、器具ホルダ８
０１の細長い部材の上より上配置された第1の細長い部分と、器具ホルダ８０１の細長い
部材より下に配置された第２の細長い部分とを備える。器具ホルダ８０１の細長い部材は
、６つの凹部を備え、各凹部は歯科用器具８１０～８１５を保持する。この実施形態では
、歯科用器具ブリッジ８００は、複数の歯科用器具８１０～８１５のうち１つ以上のもの
の１つ以上の制御パラメータを設定するための入力ユニット８８０をさらに備える。この
実施形態では、以下の歯科用器具が、器具ホルダに配置される。シリンジ８１０、第１の
マイクロモータ８１１、第２のマイクロモータ８１２、口腔内カメラ８１３、歯石除去器
８１４、および治療用ライト８１５である。
【００８８】
　いくつかの実施形態が記載され詳細に示されているが、本発明はそれらに限定されず、
特許請求の範囲に規定される主題の範囲内で他の方法で具体化されてもよい。特に、本発
明の範囲から逸脱することなく他の実施形態を利用し、構造的および機能的変更を行うこ
とができることを理解されたい。
【００８９】
　いくつかの手段を列挙する装置の請求項において、これらの手段のいくつかは、同一の
ハードウェアによって具体化することができる。特定の手段が相互に異なる従属請求項に
列挙されているか、または異なる実施例に記載されているという単なる事実は、これらの
手段の組み合わせが有利に使用できないことを示すものではない。
【００９０】
　本明細書中で使用される場合、「備える／備えた」という用語は、記載された特徴、整
数、ステップまたは構成要素の存在を特定するために用いられ、1つ以上の他の特徴、整
数、工程、成分またはその群の存在または追加を排除するものではない。

　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　複数の歯科用器具を保持するための歯科用器具ブリッジであって、
　‐少なくとも第１の歯科用器具を保持するように構成された器具ホルダと、
　‐歯科治療に関連する情報を表示するディスプレイとを備え、
　前記ディスプレイは、第1の被カバー部を有し、前記第1の被カバー部は、前記第1の歯
科用器具が前記器具ホルダ内に配置されているときに、ユーザにとって少なくとも部分的
にカバーされ、前記ディスプレイは、前記第1の被カバー部に歯科治療に関連する情報を
表示することができる歯科用器具ブリッジ。
　［２］　前記歯科用器具ブリッジは、ユーザが前記第１の歯科用器具を選択してピック
アップするときを検出し、それに応じてディスプレイを制御して現在のディスプレイを変
更し、前記第１の歯科用器具の使用に関連する第１の情報を示すよう構成される、［１］
に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［３］　前記ディスプレイは、前記第１の被カバー部に隣接する第１の隣接部を有し、
ディスプレイは、前記第１の隣接部内に前記第１の歯科用器具の使用に関連する情報を表
示するように構成される、［１］または［２］に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［４］　前記第１の歯科用器具の使用に関連する情報は、第１の歯科用器具が特定の歯
科治療の次のステップに使用されるべきであることをユーザに示す視覚的インジケータで
ありうる、［３］に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［５］　前記器具ホルダは、複数の歯科用器具を保持するよう構成され、前記ディスプ
レイは、複数の被カバー部を有し、前記複数の歯科用器具の１つが前記器具ホルダ内に配
置されているとき、前記複数の被カバー部の各被カバー部は、前記複数の歯科用器具のう
ちの１つによって少なくとも部分的にカバーされ、前記歯科用器具ブリッジは、ユーザが
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前記複数の歯科用器具の選択された歯科用器具を選択してピックアップするときを検出し
、それに応じて、ディスプレイを制御して現在のディスプレイを変更し、前記選択された
歯科用器具の使用に関連する情報を示すよう構成され、前記ディスプレイは、前記複数の
被カバー部に歯科治療に関連する情報を表示することができる、［１］から［４］のうち
のいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［６］　前記ディスプレイは、前記複数の被カバー部のそれぞれの隣に隣接部を有し、
ディスプレイは、前記隣接部のそれぞれについて、それぞれの歯科用器具の使用に関する
情報を示すよう構成される、［５］に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［７］　前記選択された歯科用器具の使用に関連する第１の情報は、前記複数の被カバ
ー部の外側および／または前記選択された歯科用機器の前記被カバー部の内側に表示され
る、［５］または［６］に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［８］　前記器具ホルダは、中心長手方向軸に沿って延在する細長い部材を備え、前記
ディスプレイは、前記器具ホルダの前記細長い部材より下または上に前記中心長手方向軸
に沿って延在する第１の細長い部分を備える、［１］から［７］のうちのいずれか一項に
記載の歯科用器具ブリッジ。
　［９］　前記第１の細長い部分は、前記器具ホルダの前記細長い部材より下で前記中心
長手方向軸に沿って延在し、前記ディスプレイは、前記器具ホルダの前記細長い部材より
上に前記中心長手方向軸に沿って延在する第２の細長い部分をさらに備える、［８］に記
載の歯科用器具ブリッジ。
　［１０］　歯科用器具ブリッジは、ハウジングと可動アームをさらに備え、前記ディス
プレイは前記ハウジングに配置され、前記可動アームは前記ハウジングに接続され、前記
可動アームは、ユーザが前記歯科用器具ブリッジを患者に対する所望の位置に配置するこ
とができるように構成されている、［１］から［９］のうちのいずれか一項に記載の歯科
用器具ブリッジ。
　［１１］　前記歯科用器具ブリッジは、歯科用機器の機能を制御するための入力ユニッ
トをさらに備え、前記器具ホルダは、中心長手方向軸に沿って延在する細長い部材を備え
、前記細長い部材は、第１の歯科用器具と、第２の歯科用器具と、第３の歯科用器具を３
つのほぼ所定の位置に保持するよう構成され、ディスプレイは、第２の被カバー部と第３
の被カバー部とを有し、前記第２の歯科用器具が前記器具ホルダ内に配置されるときに、
第２の被カバー部が少なくとも部分的にカバーされ、前記第３の歯科用器具が前記器具ホ
ルダ内に配置されるときに前記第３の被カバー部が少なくとも部分的にカバーされ、前記
入力ユニットは、指などの物体を使用してユーザが歯科用機器の機能を制御することを可
能にするように構成された細長い入力ゾーンを備え、前記細長い入力ゾーンは、前記細長
い部材より上または下に配置され、前記中心長手方向軸に沿った幅を有し、それにより、
ユーザが、第１の手で前記第１、第２または第３の歯科用器具のうち任意の１つを選択し
、前記第１の手を前記中心長手方向軸に沿って動かすことなく、前記細長い入力ゾーンに
前記第１の手で直接入ることができる、［１］から［１０］のうちのいずれか一項に記載
の歯科用器具ブリッジ。
　［１２］　ディスプレイは、1つ以上の入力ユニット部を有し、歯科用器具ブリッジは
、1つ以上の入力ユニット部で細長い入力ゾーンの機能を示す情報を表示するようにディ
スプレイを制御するよう構成される、［１１］に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［１３］　前記細長い入力ゾーンは、前記第１、第２または第３の歯科用器具のそれぞ
れの１つ以上の制御パラメータの値を設定するための少なくとも３つのボタンを備える、
［１１］に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［１４］　前記少なくとも３つのボタンのそれぞれの中心は、前記ディスプレイの前記
３つの被カバー部のうちのいずれか１つに対して前記中心長手方向軸に沿って距離を置い
て配置され、前記ボタンのすぐ上または下に配置されたディスプレイの部分は、全ての歯
科用器具が器具ホルダに配置されているときでも自由に見える、［１３］に記載の歯科用
器具ブリッジ。
　［１５］　前記ディスプレイは、水平面に対して角度が１０～９０度、２５～９０度、
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［１４］のうちのいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［１６］　前記ディスプレイは、第1の基準平面内に延在する平面表示面を有し、第１
の歯科用器具は、第1の中心長手方向軸に沿って延びる細長い歯科用器具であり、器具ホ
ルダは、第１の中心長手方向軸と第１の基準平面との間の角度が、３０度、２０度、また
は１０度未満であるように、第１の歯科用器具を保持するように構成されている、［１］
から［１５］のうちのいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［１７］　ディスプレイの平面表示面は、少なくとも５cm、１０cm、または１５cmの第
1の中心長手方向軸に沿った長さを有する、［１６］に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［１８］　ディスプレイの平面表示面は、第1の中心長手方向軸に沿った第1の歯科用器
具の長さの少なくとも２５％、５０％、または７５％である第1の中心長手方向軸に沿っ
た長さを有する、［１６］または［１７］に記載の歯科用器具ブリッジ。
　［１９］　前記ディスプレイは、第1の基準平面内に延在する平面表示面を有し、複数
の歯科用器具は、中心長手方向軸に沿って延びる細長い歯科用器具であり、器具ホルダは
、複数の歯科用器具をそれらの中心長手方向軸が第３の基準平面に配置され、第３の基準
平面と第１の基準平面との間の角度が３０度、２０度または１０度未満であるように保持
するよう構成される、［５］から［１８］のうちのいずれか一項に記載の歯科用器具ブリ
ッジ。
　［２０］　ディスプレイの平面表示面は、中心長手方向軸に沿って複数の歯科用器具の
平均長さの少なくとも２５％、５０％、または７５％である長さを有する、［１９］に記
載の歯科用器具ブリッジ。
　［２１］　歯科治療のための歯科用ユニットであって、
　‐［１］から［２０］のいずれか一項に記載の歯科用器具ブリッジと、
　‐患者用椅子と
　を備えた歯科用ユニット。
【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図１ｄ】
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【図１ｅ】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７ａ】

【図７ｂ】
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